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も
く
じ

　
昨
年
、
郷
土
博
物
館
で
は
文
化
遺
産
調

査
浮
世
絵
展
「
初
顔
見
世
の
役
者
絵
」
を

開
催
し
、
七
代
目
と
八
代
目
の
市
川
團
十

郎
を
描
い
た
浮
世
絵
を
展
示
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
今
年
五
月
に
は
、
十
一
代
目
市

川
海
老
蔵
が
團
十
郎
を
襲
名
し
、
十
三
代

目
と
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
今
回
は
、
区
内
に
伝
わ
る
團
十
郎
ゆ

か
り
の
文
化
財
と
し
て
、
大
聖
寺
（
関
原

二

―

二
二

―

一
〇
）
が
所
蔵
し
て
い
る
登

録
有
形
文
化
財
「
八
代
目
市
川
團
十
郎
奉

納
木
造
提
灯
扁
額
」（
は
ち
だ
い
め
い
ち
か

わ
だ
ん
じ
ゅ
う
ろ
う
ほ
う
の
う

 

も
く
ぞ
う

ち
ょ
う
ち
ん
へ
ん
が
く
　
以
下
、「
提
灯
扁

額
」
と
略
す
）
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

■
市
川
團
十
郎

 
―

七
代
目
と
八
代
目

―

　
大
聖
寺
に
提
灯
扁
額
を
奉
納
し
た
八
代

目
（
一
八
二
三
〜
五
四
）
は
、
七
代
目
（
一

七
九
一
〜
一
八
五
九
）
の
長
男
で
、
天
保

三
年
（
一
八
三
二
）
に
わ
ず
か
十
歳
で
團

十
郎
を
襲
名
し
ま
し
た
。
父
の
七
代
目
も
、

養
父
の
六
代
目
が
二
十
二
歳
の
若
さ
で
急

死
し
た
た
め
、
十
歳
で
團
十
郎
を
襲
名
し

て
い
ま
す
。
七
代
目
は
、
八
代
目
に
團
十

郎
を
襲
名
さ
せ
る
と
、
自
身
は
五
代
目
市

川
海
老
蔵
を
襲
名
し
ま
す
。
　

　
二
人
が
活
躍
し
た
時
代
は
、
時
あ
た
か

も
天
保
の
改
革
が
断
行
さ
れ
て
お
り
、
贅

沢
や
奢
侈
が
禁
止
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
あ
お
り
を
受
け
、
海
老
蔵
を
襲
名
し
て

い
た
七
代
目
は
天
保
十
三
年
（
一
八
四
二
）

に
江
戸
か
ら
追
放
さ
れ
、
大
坂
で
暮
ら
す

よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
追
放
が
解

　

か
れ
江
戸
に
戻
り
ま
す
が
、
大
坂
を
気
に

入
っ
て
い
た
七
代
目
は
、
嘉
永
七
年
（
一

八
五
四
）
に
八
代
目
と
共
に
大
坂
で
興
行

を
催
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
初
日
に
八

代
目
は
三
十
二
歳
で
自
殺
を
し
て
し
ま
う

の
で
す
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
諸
説
あ

り
ま
す
が
、
真
相
は
謎
の
ま
ま
で
す
。

　
八
代
目
は
大
変
な
親
孝
行
者
で
あ
っ
た

と
言
わ
れ
、
七
代
目
が
追
放
さ
れ
た
際
に

は
、
現
在
の
蔵
前
神
社
（
台
東
区
）
内
に

か
つ
て
あ
っ
た
成
田
不
動
に
日
参
し
、
父

の
無
事
と
赦
免
を
祈
っ
た
た
め
、
そ
の
孝

行
が
認
め
ら
れ
て
町
奉
行
か
ら
褒
美
を
も

ら
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

■
大
聖
寺
の
由
緒

　
大
聖
寺
は
室
町
時
代
に
小
宮
光
徳
と
い

う
人
物
が
関
原
の
地
に
草
堂
を
建
て
、
不

動
明
王
を
安
置
し
た
の
が
は
じ
ま
り
と
い

い
ま
す
。
江
戸
の
庶
民
の
あ
つ
い
信
仰
を

受
け
て
お
り
、
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）

に
は
、
深
川
木
場
（
江
東
区
）
の
講
中
が

材
木
そ
の
他
を
寄
進
し
て
本
堂
を
再
建
し

て
い
ま
す
。
こ
の
本
堂
は
、
区
内
随
一
の

木
造
伽
藍
で
あ
り
、
登
録
有
形
文
化
財
と

な
っ
て
い
ま
す
。
他
に
も
大
聖
寺
に
は
登

録
文
化
財
が
多
く
あ
り
ま
す
の
で
、
い
ず

れ
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

■
提
灯
扁
額

　
市
川
家
は
、
初
代
以
来
、
不
動
尊
を
本

尊
と
す
る
成
田
山
新
勝
寺
（
千
葉
県
成
田

市
）
を
あ
つ
く
崇
敬
し
て
お
り
、
屋
号
が

成
田
屋
に
な
る
ほ
ど
で
し
た
。
そ
の
た
め

成
田
山
新
勝
寺
と
同
じ
不
動
尊
を
本
尊
と

　

はい、文化財係です⑱ 八代目市川團十郎奉納木造提灯扁額…

P2元禄検地帳（２） … 行政文書に見る足立区の水害記録（12）… P3
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し
、
江
戸
の
庶
民
の
信
仰
も
あ
つ
い
大
聖

寺
に
も
度
々
参
詣
に
来
た
よ
う
で
す
。
そ

し
て
、
そ
の
証
拠
が
こ
の
提
灯
扁
額
で
す
。

　

市
川
家
の
紋
で
あ
る
「
三
升
（
み
ま
す
）
」

が
あ
し
ら
わ
れ
、
「
八
代
目
」
と
大
き
く

書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
提
灯
扁
額
が
八
代

目
の
奉
納
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。
提
灯
の
形
を
し
て
い
ま
す
が
、

実
際
に
は
木
で
作
ら
れ
た
扁
額
で
す
。
提

灯
を
吊
る
す
た
め
の
支
持
台
の
裏
に
は
、

「
子
孫
蕃
育
祈　

市
川
團
十
郎
」
、
右
側
に

「
嘉
永
六
癸
丑
六
月
廿
八
日　

寿
海
老
人

白
猿
拝
書
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
寿
海

老
人
白
猿
は
七
代
目
の
こ
と
で
、
文
字
を

七
代
目
が
書
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
提
灯
扁
額
は
、
七
代
目
と

八
代
目
が
二
人
で
奉
納
し
た
も
の
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

二
人
が
こ
の
提
灯
扁
額
を
奉
納
し
た
理

由
は
、
八
代
目
の
眼
病
平
癒
を
願
う
た
め

だ
っ
た
と
伝
わ
っ
て
い
ま
す
が
、
眼
病
を

患
っ
た
の
は
七
代
目
で
あ
り
、
実
際
に
は

「
子
孫
蕃
育
」
（
し
そ
ん
は
ん
い
く
）
を
祈

る
た
め
で
し
た
。
「
子
孫
蕃
育
」
は
子
孫

繁
栄
の
こ
と
で
す
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、
八
代
目
は
親
孝
行

者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の

提
灯
の
存
在
か
ら
も
仲
睦
ま
じ
い
親
子
の

姿
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

こ
う
し
た
貴
重
な
歴
史
を
持
つ
こ
と
か

ら
、
平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）
に
足

立
区
登
録
有
形
文
化
財
と
な
り
ま
し
た
。

■
提
灯
扁
額
の
修
復

中
級
の
家
臣
と
言
え
よ
う
。
次
の
本
〆
（
も

と
じ
め
）
の
鈴
木
（
№
２
）
も
徒
士
頭
、

丸
田
（
№
３
）
も
中
老
で
物
頭
で
あ
る
。

彼
ら
総
奉
行
の
興
野
、
本
〆
の
鈴
木
、
丸

田
ら
、
検
地
役
人
の
中
枢
は
普
段
か
ら
配

下
を
指
揮
す
る
立
場
の
中
級
家
臣
が
つ
と

め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
検
地
大

目
付
を
つ
と
め
て
い
る
簗
瀬
（
№
４
）
は

黒
羽
藩
で
の
役
割
も
大
目
付
で
あ
り
、

元
々
の
職
務
に
類
す
る
任
に
つ
い
て
い
る
。

　

竿
手
（
測
量
担
当
）
竿
取
（
同
副
担
当
）

は
下
級
武
士
ら
し
く
、
台
所
役
や
小
姓
を
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こ
の
提
灯
扁
額
は
、
経
年
の
た
め
、
金

箔
の
剥
落
や
、
部
材
の
ゆ
る
み
と
い
っ
た

劣
化
が
進
ん
で
い
ま
し
た
が
、
昨
年
、
大

聖
寺
が
専
門
業
者
に
依
頼
し
修
復
が
な
さ

れ
、
今
年
二
月
に
修
復
が
完
了
し
ま
し
た
。

金
箔
が
は
が
れ
た
場
所
に
再
び
金
箔
を
置

い
た
他
、
全
体
の
調
色
や
剥
落
止
め
な
ど

が
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
見
事
に

輝
き
を
取
り
戻
し
た
の
で
す
。

　

七
年
ぶ
り
に
市
川
團
十
郎
と
い
う
大
名

跡
が
復
活
す
る
年
に
、
往
時
の
輝
き
を
取

り
戻
し
た
提
灯
扁
額
。
大
聖
寺
、
そ
し
て

足
立
区
と
市
川
家
の
深
い
つ
な
が
り
を
伝

え
る
貴
重
な
文
化
財
で
す
。

　
　
　
（
文
化
財
係
学
芸
員
　
佐
藤
貴
浩
）

　

足
立
区
域
の
検
地
を
担
当
し
た
の
は
、

下
野
国
黒
羽
藩
、
大
関
大
助
増
恒
（
お
お

ぜ
き
・
だ
い
す
け
・
ま
す
つ
ね
）
で
幕
命

を
う
け
家
臣
団
が
検
地
役
人
を
つ
と
め
た
。

黒
羽
藩
は
一
万
八
〇
〇
〇
石
の
小
藩
で
家

臣
団
全
体
で
も
三
五
〇
〜
四
〇
〇
名
く
ら

い
と
推
定
で
き
る
。
な
お
黒
羽
藩
大
関
家

は
、
湯
島
（
文
京
区
）
に
上
屋
敷
、
三
河

島
（
荒
川
区
）
に
下
屋
敷
が
あ
っ
た
。
下

屋
敷
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
由
来
す
る
国

道
四
号
線
と
明
治
通
り
の
「
大
関
横
丁
」

　

伊藤谷新田と普賢寺村の元禄検地役人

交
差
点
を
ご
存
知
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る

だ
ろ
う
。
黒
羽
藩
は
元
禄
八
（
一
六
九
五
）

年
の
武
蔵
国
総
検
地
で
は
江
戸
直
近
の
足

立
郡
と
豊
島
郡
を
担
当
し
た
。

■
検
地
役
人
た
ち　

左
下
に
掲
げ
た
一
覧

は
、
吉
田
家
文
書
に
の
こ
る
伊
藤
谷
新
田

と
普
賢
寺
村
の
検
地
帳
（
前
号
紹
介
）
に

記
さ
れ
た
検
地
役
人
で
あ
る
。
黒
羽
藩
家

臣
の
系
譜
書
か
ら
、
役
人
た
ち
が
ど
の
よ

う
な
経
歴
の
人
々
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

な
お
江
戸
後
期
に
編
纂
さ
れ
た
家
譜
で
は

追
跡
で
き
な
い
人
々
も
あ
り
、
一
部
の
紹

　
介
に
な
る
こ
と
を
ご
承

知
お
き
願
い
た
い
。

　

ま
ず
総
奉
行
の
興
野

権
右
衛
門
（
№
１
）
で

あ
る
が
、
足
立
区
各
地

で
そ
の
名
を
確
認
す
る

こ
と
が
出
来
る
。
く
ず

し
字
の
「
興
」
と
「
奥
」

が
類
似
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
時
折
、
「
検
地

総
奉
行　

奥
野
権
右
衛

門
」
と
さ
れ
る
場
合
も

あ
る
が
、
興
野
の
こ
と

を
指
し
て
い
る
。
実
名

を
勝
継
と
い
い
、
藩
士

と
し
て
の
禄
高
は
四
〇

〇
石
で
物
頭
を
つ
と
め

る
。
役
職
の
物
頭
は
一

般
的
に
鉄
砲
隊
や
弓
隊

な
ど
の
隊
長
を
意
味
し

て
お
り
、
ま
た
禄
高
は

　　

役職

総奉行

本〆

本〆

大目付

勘定奉行

竿手頭

竿手

竿手

竿手

竿取

竿取

名前

興野権右衛門

鈴木刑部左衛門

丸田与右衛門

簗瀬甚右衛門

服部五郎左衛門

箭野尉右衛門

（矢野）

三田次郎右衛門

高橋十右衛門

渡邊郷右衛門

黒沢加兵衛

菊池才右衛門

No.

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

経歴など

400石。物頭。実名「勝継」。

250石。徒士頭。実名「正生」

中老、物頭。実名「秀継」

100石。大目付。増恒御傳役。

実名「資斯」

未詳

未詳

表中小性（小姓）

高橋重右衛門か。台所役。

未詳

未詳

未詳

典拠＝ 拙稿「足立区域の元禄検地役人関係史料についてー『創垂可継　諸臣

系略』所載大関家家臣家譜の紹介ー」（『足立区立郷土博物館紀要』１５、

平成 5（1993）年）

綾
瀬
・
吉
田
家
文
書
の
紹
介 
④

  
元
禄
検
地
帳
（
２
）

　  　
　
　
　  
多
田  
文
夫
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わ
れ
た
よ
う
で
、
他
地
域
の
事
例
で
は
石

高
の
上
昇
（
年
貢
高
の
上
昇
）
例
も
見
ら

れ
る
。
し
か
し
足
立
区
域
で
は
石
高
が
増

え
た
事
例
も
あ
る
が
、
減
少
し
た
事
例
も

あ
り
、
全
体
と
し
て
は
減
少
に
転
じ
て
い

る
。
き
び
し
く
石
高
を
算
出
し
た
と
い
う

よ
り
も
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
っ
て
正
確
性

を
重
視
し
た
検
地
（
土
地
調
査
）
だ
っ
た

と
言
え
よ
う
。　
　
　
　

 
 
 
 
 
 
 

（
つ
づ
く
）

【
参
考
文
献
等
】

和
泉
清
司
『
徳
川
幕
府
成
立
過
程
の
基
礎

的
研
究
』
（
平
成
七
・
一
九
九
五
年
）
、
小

澤
正
弘
『
関
東
郡
代
伊
奈
氏
の
研
究
』（
平

成
十
六
・
二
〇
〇
四
年
）
ほ
か
。
拙
稿
「
伊

奈
氏
の
新
田
開
発
と
除
地
設
定
に
つ
い

て
」
、
『
関
東
近
世
史
研
究
』
四
四
）　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
当
館
学
芸
員
）

　

前
号
で
は
新
聞
記
事
か
ら
明
治
時
代
の

綾
瀬
川
の
水
害
に
触
れ
ま
し
た
が
、
今
号

で
は
六
二
三
号
の
続
き
で
「
荒
川
出
水
々

量
調

 

附
日
誌
」
の
記
録
を
見
て
い
き
ま
す
。

■
日
誌
【
六
】
（
明
治
四
十
三
年
水
害
）

八
月
十
四
日
は
雨
の
ち
晴
れ
で
、
こ
の
日

か
ら
救
援
物
資
の
輸
送
が
本
格
的
に
開
始

さ
れ
た
よ
う
で
す
。
「
日
誌
」
に
は
、
「
本

日
ヨ
リ
料
食
品
緊
急
用
物
品
輸
送
ノ
為
メ

上
野
北
千
住
間
汽
車
開
通
シ
テ
午
前
七
時
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つ
と
め
た
人
物
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
構
成
を
み
る
と
、
元
禄
検
地

の
役
人
た
ち
は
、
普
段
は
黒
羽
藩
の
藩
士

と
し
て
土
地
調
査
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る

仕
事
を
し
て
い
た
人
々
だ
と
い
う
こ
と
が

わ
か
る
。

　

こ
う
し
た
役
人
構
成
は
、
江
戸
時
代
を

通
じ
て
実
に
稀
で
あ
り
、
元
禄
検
地
以
外

で
見
出
す
こ
と
が
難
し
い
。
江
戸
時
代
初

期
は
、
関
東
郡
代
と
も
称
さ
れ
た
伊
奈
家

の
得
意
と
す
る
業
務
で
あ
り
世
襲
さ
れ
た

し
、
元
禄
検
地
以
降
に
実
施
さ
れ
た
新
田

検
地
（
新
開
発
地
を
調
べ
る
補
助
検
地
）

で
も
、
代
官
ら
普
段
か
ら
村
の
支
配
を

担
っ
た
役
人
が
そ
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
。

■
マ
ニ
ュ
ア
ル
検
地　

元
禄
検
地
の
特
徴

の
一
つ
は
、
検
地
条
目
や
覚
な
ど
、
検
地

の
実
施
手
段
に
つ
い
て
細
か
く
定
め
て
い

た
こ
と
で
あ
る
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
完
備
し

た
検
地
な
の
で
あ
る
。
元
禄
の
徳
川
綱
吉

　

政
権
下
で
は
正
確
さ
と
公
平
さ
を
希
求
し
、

そ
れ
ま
で
地
方
巧
者
（
じ
か
た
こ
う
し
ゃ
）

と
も
称
さ
れ
世
襲
的
に
支
配
し
て
い
た
代

官
、
手
代
等
の
介
入
を
除
い
て
実
施
し
た
。

言
わ
ば
プ
ロ
の
農
村
支
配
人
を
使
わ
ず
に
、

検
地
を
実
施
し
た
こ
と
に
な
る
。
検
地
帳

に
記
載
さ
れ
た
役
人
も
、
普
段
は
別
の
仕

事
を
し
て
い
た
人
々
、
そ
れ
も
、
ま
っ
た

く
別
の
地
域
の
大
名
家
臣
た
ち
で
あ
っ
た
。

　

足
立
区
域
や
周
辺
に
は
、
江
戸
時
代
初

期
か
ら
の
代
官
伊
奈
氏
と
属
僚
た
ち
に
よ

る
継
続
的
な
支
配
が
あ
り
、
そ
れ
ま
で
実

施
さ
れ
た
検
地

―

寛
永
検
地
等

―

は
伊
奈

家
と
家
臣
団
が
役
人
を
つ
と
め
て
お
り
、

家
臣
団
も
、
そ
の
特
徴
と
し
て
在
地
（
村
）

の
有
力
者
た
ち
を
含
ん
で
い
た
。
こ
の
地

域
に
通
じ
た
地
方
役
人
で
あ
る
が
、
綱
吉

政
権
か
ら
見
た
場
合
、
地
元
優
先
と
と
ら

え
ら
れ
た
。
事
実
、
当
時
、
世
襲
代
官
が

大
量
に
粛
清
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
元
禄
検

地
も
世
襲
の
地
方
役
人
が
タ
ッ
チ
で
き
な

い
手
法
で
実
施
さ
れ
た
。

■
村
の
立
場
と
検
地
の
結
果　

さ
ま
ざ
ま

な
意
味
で
元
禄
検
地
は
在
地
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
。
そ
の
最
も
大
き
な
事
は
、

伊
奈
氏
が
村
や
寺
に
与
え
た
特
権
の
非
公

認
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
新
田
開
発
人
は
、

伊
奈
氏
の
開
発
手
形
に
よ
っ
て
年
貢
免
除

地
（
開
発
に
伴
う
特
権
）
を
保
有
し
て
い

た
が
、
こ
れ
は
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
て

い
っ
た
。
寺
院
保
有
耕
地
の
除
地
（
年
貢

免
除
地
）
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　

い
っ
ぽ
う
で
石
高
の
算
出
も
厳
密
に
行

　

三
十
分
上
野
駅
発
車
運
転
ス
ル
由
」
と
あ

り
ま
す
。
た
だ
し
、
「
停
車
場
ハ
鉄
橋
東

北
踏
切
ノ
処
ニ
仮
停
車
場
ヲ
設
ケ
避
難
民

及
救
助
米
輸
送
」
と
あ
り
、
た
ぶ
ん
、
写

真
１
の
よ
う
に
水
害
の
た
め
北
千
住
駅
が

使
用
で
き
な
い
の
で
、
隅
田
川
（
荒
川
）

を
鉄
道
橋
で
北
側
に
渡
っ
た
と
こ
ろ
に
あ

る
踏
切
（
『
都
新
聞
』
八
月
十
六
日
条
に

よ
る
と
「
中
組
堤
の
常
磐
線
踏
切
へ
仮
停

車
場
を
設
け
」
と
あ
り
ま
す
）
の
場
所
を

仮
停
車
場
と
し
て
対
応
し
た
よ
う
で
す
。

『
読
売
新
聞
』
八
月
十
五
日
条
に
は
、
「
堤

防
際
に
枕
木
を
重
ね
て
仮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

を
設
け
、
北
千
住
駅
よ
り
十
四
日
午
前
七

時
三
十
分
を
手
始
に
上
野
行
六
回
の
往
復
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行
政
文
書
に
見
る

足
立
区
の
水
害
記
録
（
十
二
）

　
　
　
　
　
　
　  
山
崎 
尚
之



足 立 史 談

を
開
始
し
殊
に
鉄
橋
の
徒
渉
を
禁
じ
た
る

を
以
て
南
千
住
よ
り
の
乗
客
は
無
賃
に
て

乗
車
せ
し
め
た
れ
ば
其
混
雑
名
状
す
べ
か

ら
ず
」
と
、
こ
の
こ
と
を
報
じ
て
い
ま
す
。

　

八
月
十
五
日
に
は
、
十
一
時
に
上
野
駅

発
の
列
車
で
赤
十
字
社
の
救
護
班
員
が
来

庁
し
ま
し
た
が
、
写
真
２
の
よ
う
に
、
こ

の
仮
停
車
場
で
下
車
し
て
千
住
町
の
救
護

所
へ
向
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

■
救
助
物
資
の
到
着　

八
月
十
四
日
八
時

三
十
分
に
は
、
千
住
の
中
村
町
長
が
救
助

の
打
ち
合
わ
せ
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
十

分
後
に
は
、
東
京
府
の
職
員
が
糧
食
を
輸

　

西
新
井
村
と
江
北
村
に
救
助
状
況
視
察
に

出
張
し
ま
し
た
。
こ
の
二
人
は
、『
読
売
新

聞
』
八
月
十
四
日
条
に
「
原
、
児
島
両
属

は
南
足
立
郡
役
所
に
閉
じ
篭
め
ら
れ
、
十

一
日
朝
よ
り
十
二
日
朝
迄
一
食
も
得
る
こ

と
能
は
ず
殆
ん
ど
断
食
の
体
な
り
し
に…

」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ど
こ
も
食
料
が
不

足
し
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
ん
な
状
態
で

仕
事
に
従
事
し
て
い
た
な
ら
ば
、
職
員
た

ち
は
本
当
に
大
変
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

郡
長
は
一
時
四
十
分
に
状
況
視
察
の
た

め
出
張
し
ま
し
た
。
同
時
刻
に
、
東
渕
江

村
・
花
畑
村
の
職
員
が
炊
出
し
救
助
報
告

の
た
め
来
庁
し
ま
し
た
。
東
渕
江
村
は
今

日
の
白
米
が
あ
る
だ
け
と
の
こ
と
で
し

た
。
花
畑
村
は
白
米
十
五
俵
を
明
日
十
五

日
に
再
度
請
求
す
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

　

中
川
と
綾
瀬
川
が
増
水
の
見
込
み
だ
と

の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

　

内
務
省
の
技
師
か
ら
牛
肉
と
玉
ね
ぎ
の

寄
贈
が
あ
り
ま
し
た
。
分
量
が
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
個
人
か
ら
の
寄
贈
の
よ
う
な
の

で
多
く
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

東
京
府
よ
り
白
米
七
十
俵
、
麺
麭
四
箱

が
到
着
し
ま
し
た
。

　

五
時
五
十
分
に
東
京
府
の
職
員
が
白
米

百
俵
と
と
も
に
到
着
し
ま
し
た
。
な
お
、

明
朝
さ
ら
に
百
俵
を
送
付
す
る
見
込
み
と

の
こ
と
で
し
た
。

　

六
時
十
分
に
は
、
中
央
新
聞
の
記
者
二

名
が
来
庁
し
ま
し
た
。

　

六
時
五
十
分
に
江
北
村
か
ら
本
日
午
前

六
時
に
藤
本
圦
（
薄
本
圦
の
誤
り
か
）
を
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開
戸
し
た
こ
と
を
、
ま
た
、
明
日
十
五
日

午
前
六
時
に
熊
ノ
木
（
圦
）
を
開
戸
す
る

見
込
み
と
の
報
告
を
受
け
ま
し
た
。
洪
水

で
溜
ま
っ
た
水
の
荒
川
（
隅
田
川
）
へ
の

排
水
を
開
始
し
た
（
開
始
す
る
）
と
い
う

報
告
で
す
。

■
救
助
の
応
援
？　

郡
役
所
に
収
容
し
て

い
る
罹
災
者
五
十
九
人
を
本
日
昼
食
時
よ

り
千
住
町
役
場
に
引
き
渡
し
ま
し
た
。

　

夜
十
一
時
に
、
西
新
井
村
の
榎
本
藤
蔵

氏
他
二
十
一
人
が
小
船
十
一
艘
に
分
乗
し

て
救
助
応
援
に
来
庁
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

本
日
、
原
郡
書
記
が
西
新
井
村
に
救
助
状

況
視
察
の
出
張
時
に
交
渉
し
た
こ
と
に
よ

る
成
果
と
の
こ
と
で
す
（
こ
の
文
は
「
午

後
十
一
時
西
新
井
村
榎
本
藤
蔵…

救
助
応

援
ノ
為
メ
来
庁
シ
タ
ル
モ
」
と
、
文
を
途

中
で
書
き
終
え
て
い
ま
す
。
こ
の
後
に
何

か
を
書
く
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

が
、
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
。
『
日
誌
』
に

は
途
中
で
や
め
て
し
ま
っ
た
文
が
い
く
つ

か
見
ら
れ
ま
す
）
。　
　
　

（
当
館
専
門
員
）

　
　

六
十
三
人
分
入
り
の
食
パ
ン

八
箱
送
り
来
た
り
し
が
、
之

れ
の
み
に
て
は
到
底
罹
災
者

に
割
当
る
事
叶
は
ず
し
て

…
」
と
対
応
し
て
い
ま
す
。

こ
の
記
事
で
救
助
に
送
ら
れ

た
パ
ン
一
箱
の
分
量
が
大
ま

か
に
わ
か
り
ま
す
。

　

正
午
に
は
、
郡
の
職
員
と

東
京
府
の
職
員
が
、
救
助
米

購
入
と
災
害
状
況
報
告
の
た

め
東
京
府
に
出
張
し
ま
し

た
。
同
時
刻
に
、
西
新
井
村

の
清
水
助
役
が
救
助
事
務
打

ち
合
わ
せ
の
た
め
来
庁
し
ま

し
た
。
西
新
井
村
は
昨
日
に

白
米
六
十
俵
、
本
日
も
六
十

俵
を
購
入
し
て
運
搬
し
た
と

の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
時
刻

に
、
原
郡
書
記
と
小
島
属
が

　

送
し
て
き
ま
し
た
。
十
時
に
は
、
梅
島
村

の
牛
込
寛
次
氏
が
や
っ
て
き
て
、
十
五
日

分
か
ら
の
炊
出
し
用
の
米
を
要
求
さ
れ
ま

し
た
。

　

十
一
時
三
十
分
に
は
、
病
院
長
（
南
足

立
郡
病
院
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
）
が

や
っ
て
き
て
、
昨
日
午
前
八
時
の
病
室
や

事
務
室
の
床
上
浸
水
状
況
を
報
告
し
て
い

き
ま
し
た
。
ま
た
、
東
京
府
よ
り
汽
車
で

白
米
四
十
俵
、
船
で
三
俵
と
麺
麭
（
パ
ン
）

八
箱
が
到
着
し
ま
し
た
。
こ
の
記
載
は
、

『
東
京
朝
日
新
聞
』
八
月
十
六
日
条
の
「
東

京
府
よ
り
は
一
昨
日
米
四
十
俵
及
び
一
箱

　

郷
土
博
物
館

臨
時
休
館
の
お
知
ら
せ

休
館
期
間

３
月
２
日
（
月
）
〜
３
月
31

日
（
火
）

※

休
館
期
間
は
状
況
に
よ
り
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止

の
た
め
、
左
記
の
期
間
、
郷
土
博
物
館
を
臨
時

休
館
し
ま
す
。

ご
了
承
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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